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1．はじめに

　外国語を仮名で表記することは、外国語の学習書に限らず、いろいろな文献に見られる。

江戸期に隈ってみても、たとえば『唐話纂要』（六巻　岡島冠山著　享保三1718刊）、『全

一道人』（雨森芳洲著　享保十四1729）、『蘭学階梯』（二冊　大槻玄沢著　天明八1788

群宝堂）、『譜厄利亜興学小窒』（全十巻　本木正栄編　文化八1811成）等々に、そのよう

なことが認められる。

　外国語を仮名で表記する場合には、通常の方法では書き表すことのできない外国語音を

どう表記するかという問題が必然的に生じる。そしてその解決策が求められる。その際に

は表記の規準＊’がもうけられることになるが、一般的に考えると次の四つが想定される。

　　①既存の仮名の中から、近似のものを用いて表記

　　②新しく作成した仮名で表記＊2

　　③既存の仮名を組合わせて表記＊日

　　④既存の仮名に符号＊4を加えて表記

　実際、外国語との接触が旺盛であった江戸期を通じて成された外国語の仮名表記資料を

見てみると、詳しくは2．以下で述べるが、②を除いては上記の方法がそれぞれ用いられ

ていることが確認できる。

　現在は「ヅァ、ティ」のように、③の仮名組合せによる表記が一般に用いられているわ

けであるが、ある時期、ある階層ではほかの方法が通用していた可能性が考えられる。

　そこで、上に掲げた①から④といった四通りの表記規準が、江戸期における外国語の仮

名表記法として選択できたと仮定した上で、各資料に見られる表記の傾向及び特徴を考牽
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していきたい＊日。さらに、表記規準の採択におけるプ1コセスについて考えてみたい。

2．新文字による表記

　大槻玄幹著『和音唐音対註　酉音発微』（二冊、文政九1826）は、その凡例で分かるよ

うに、オランダ語を訳する際のそれまでの不便を改善することを目的とした書である＊6。

本書について、金水（1991）＊7は次のように述べている。

語学的に注目すべき点とし七は、理論的観点から五十音図のヤ行の「イエ」、ワ行の

「ウ」をア行の「イ、ウ、工」と区別すべきであるとし、ヤ行の工には「イ」、ワ行

のウには「ウ」という新たな文字を創作して充てていることが挙げられる。このよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（マ、〕
な主張が中野柳圃のものであると．するならば、太国全斎の『漢語音図』（文化十二

1815序）や奥村栄義の『古言衣延弁』（文政十二1829成）に先立つことになり、影

響関係は薄いとしても、学史的な意義は高いと言わねばならない。

　っまり、新文字の開発による外国語の仮名表記が実際に行われていたことを述べている

わけである。しかし、『漢呉音図』で新文宇が用いられたという幸軍告は金水（1991）の他

にはなされておらず、さらに、『古言衣延弁』には確かにア行の工とヤ行の工とを区分す

べきとして、真仮名のr衣」とr延」とをたて、前者の片仮名として特異な表記が見られ

るものの、これもよくみると「衣」の字をくずした形のものであって、これを「新たな文

字の創作」と捉えるべきかどうかは購踏せざるを得ない。

　なお、『酉音発微』の例も、既存の仮名に符号を加えたにとどまるものであり、こ’のよ

うなものをr新たな文字」と呼べるのであろうか。

　『酉音発微』には、巻一の11ウ及び、同じく巻一の15ウに注目すべき記述が見られる

＊8。

スアサ　スイシ　スウス　スエセ　スオソ

此経ノ音前例ノ如キ重音之濁音ハ　ザ　ジ　ズ　ゼ　ゾ　ニシテ

半濁ハ　ツアサ。　ツイヅ　　ツウプ　　ツユゼ　　ツオジ　　ナリ
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テアタ　テイチ　テウツ　テエテ　テオト

此経ノ音前例ノ如シ濁音　ダ　ヂ　ヅ　デ　ド　半濁音ナシ　（巻一11ウ）

ハアハ　ハイヒ　ハウフ　ハエヘ　ハオホ

此経ノ音前例ノ如シ濁音　バ　ビ　ブ　ベ　ボ　半濁　パ　ピ　プ　ペ　ポ　之別二

喉音ノ　ハ△　ヒ△　フ△へ△　ホ△　アリ　皇国此音アリテ共仮字ナシ　（巻一15ウ）

　この記述からいろいろな間題点が想定されるが、本稿では、ただ、符号を加える方法が

見られるかどうかの点と、「サ」行に半濁音があるとした記述とにだけ注目したいホ9。な

お、これに関しては、4．で改めて検討したい。

　さて、亀井孝（1970）は、「カ；なはなぜ濁音専用の字体をもたなかったか一をめぐって

かたる」と題した論文で、清濁の対立をそれ専用の字体をもって文字化しなかったのは機

能負担量の低さに起因して、文字体系の単純化を目指していたからだという考えを明らか

にした。つまり、濁音専用字は万葉仮名から仮名に移りゆく過程で、文宇体系の単純化の

名目で放棄されてしまったということである。

　外国語を仮名で表記するにおいて、明らかに新文字の開発といった方法が採用されたと

判断できる文献を筆者はまだ見つけていない。そのような文献はこれからも見つけ難いで

あろう。なぜなら、新文字の開発という最も積樗的な表現法は目本語に素質として存在し

ないと考えられるからである。つまり、亀井が明らかにした濁音専用字を作らなかった理

由である、機能負担量の低いものに関してはそれ専用の字を作らないという基本原理がっ

よくはたらいていたと考えられるのである。このように考えた方が、次に論じようとする、

符号を加える方法は仮名組合せの方法に合流していったという考えに矛盾しない。

3．仮名組合せによる表記

　大槻玄沢・志村弘強共著『環海異聞』（文化十1807）の「序例附言」には、外国語の仮

名表記に関する次のような記述がある。

　　　　　　　　　　　　　　アツ
蛮語、国字片仮名を以て其音を填るもの、二字合字を用いるものあり。これ一字を以

て其音協和しがたき故なり。たとへば、「ツェ」「ウィ」「クァ」「イヨ」の類これな
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り。二宇を寄すれば自ら其音出るが如し。但し髪霧の間にあるのみなりしは引呼なり。

「コー」「シrと記せるの類これなり。ヅを右側に小書する「キッ」「カヅ」等は

促呼するものなり。又半濁は、字の右頭に是を記す。「プ」「ピ」の如し。濁点は「“」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カギカツロ
を用ゆ。其他蛮語を仮字に書するもの、大低「」の勾画を設く。これ上下の文に混

同せしめざらんが為なり。

　ここで述べられている「蛮語」の仮名表記法は、「ツェ」「ウィ」をはじめとして「長

音符」及び「促音の表記法」等で分かるように、今目通用している外来語の仮名表記法と

ほとんどかわらないと判断される。ただし、この事実から、今目の外来語表記法の根源が

そこにあるとは言えない。しかしながら、今目のよ．うな表記法が定着していく過程の一段

階をしめしていることだけは間違いないであろう。以下、仮名の組合せによる表記がその

表記規準として採用されていると判断されるいくつかの文献を取り上げてみる。

　まず、蘭学資料の中から、青木昆陽（1698～1769）著の『和蘭話訳』（以下話訳）、『和

蘭話訳後集』（以下後集）、『和蘭文訳』（以下文訳）、『和蘭文字略考』（以下賂考）と、前

野良沢（1723～’1803）著の『和蘭訳文略』（以下文略）、『和蘭訳笙』（以下訳塞）とに易

られる仮名組合せによる表記例を挙げる＊n。その前に、青木と前野の書に見られる他の

特徴的な表記法について述べておきたい。それは、「gaガー（話訳）、niet二一ト（後

集）、1aatラァト（文訳）、Ita1iaanイタリアァン（訳窒）」のような長音についての工夫

が見られること、そして、「metメヅト（後集）、、1ak　ラヅク（文訳）、mltニュヅト（文

訳）、trekle施renテレヅキレッテレン（訳塞）」のような現在の促音符と捉えられる表記が

あることである。

　仮名組合せによる表記と判断されるのには次のような例がある。新たに仮名を組み合わ

せる際には、一部の文字を小さく書くなどといった工夫も見られる。

Weerウエール（話訳）　　We1ウエル（話訳）　　uW　ユーウェ（後集）

1uy　リュイ（文訳）

heidimeヘイディンネ（文訳）

juwelierユーウェリール（文訳）

Zatumusサチュルヌス（訳整）

duystemisseデュイステルニヅセ（文訳）

jnw㎜dig　インウユンデキ（文訳）

kwikzilverクゥィ’ヅキシルヘル（文訳）

1una　ノレユづ’　（訳窒婁）
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　このほかにも、『蘭学階梯』や、『訳鍵凡例附録』（藤林淳道著　一冊　文化七1810威）、

・そして『改正増補　蛮語嚢』（箕作院甫著　二冊　安政四1857謙塾刊行）に同様の表記

法による例が見られる。

　一方、『和蘭訳塞』には、

字名ヲ註スルニ、彼音ヲ正ク訳シ難キモノアリ。故二旧訳ノ中ヨリ音韻相紛レザノレ者

ト、彼此トニ近ク似タル者トヲ取テ、コレヲ用ユ。凡、読法、「エラ・イェ・エル」等

ノ如キ、小字ヲ附スル者ハ、「フ」ト呼ビ、各其小字ノ音ヲ帯テ発スベシ。「キュウ」

ハキ・ユノニ字合シテ、一音ヲ為者ニシテ、「ウ」ハ其余韻ナリ。二字合書スル者へ

二字一音ト為テ呼ベシ。ヰノ左肩二小宇ヲ加ル者へ共加字ノ音ヲ帯テ、本ヲ発スル

也。「ツ」字ヲ右脚二添ル者ノ＼本字ヲ促呼スルナリ。

とあって、前野がどういった表記規準をもってオランダ語の仮名表記にのぞんでいたかが

分か乱「二字合シテ・一音ヲ為」すということタミ・前野にとっては表記の基本であった

と考えられる。

　次に、英学資料の例としては、『傍訓英語韻礎』（一世　明治五1872三月序　尺振八・

須藤時一郎述）の「vine　ヴァイン、vestヴェスト、㎝beキュ．一ブ、fata1フェーテル、vita1

ヴァイテル、giantジァイヱント」や、『洋学指針　英学部』（柳河春三編　一冊　慶応三

1867宝集堂）のrbu　ビュ、du　デュ、do　ド、diダィ、deディ、jaジェ」を挙

げることができる。

　最後に取り上げたいのは、新井白石著の『東音譜』（享保四1719序）である。本書はそ

の凡例に記されているように、中国語以外の外国語を表記するために表された書である。

一一是書本為記異言而作外国之晋興中国異故今音釈取義亦多興旧説不合覧者恕焉

　本書が「子音十母音＝音節」といった概念を理解した上で成されたものであることは、

すでに杉本（1987pp143）の明らかにしていることである。このような考え方はオラン

ダ語の影響が大きいと考えられるが、それを次のように反切法と比較していることは特に

注目される。
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凡二合音興翻切法別字有開有合其音亦異詳見干譜

　こごで、白石が「二合音」と「翻切法」とを「別」として提えた理由を考えてみたい。

たとえば「クア反」だと、それが表す音は結局「カ」と同じものになる。しかし「二合音」

として「クア」または「クァ」とした場合、それが表す音が「カ」とは違ったものである

ことは間違いないと考えられる。

　一方、同じく白石の著である『酉洋記聞』（上巻末　正徳五1715の記録あり）には、実

際にオランダ語を仮名で表記した例がある。これは『東音譜』で仮名による表記の規準を

もうける以前になされたもので注目される。たとえば、中巻の「チャウル（地名）、ウェ

ールムダンペイル（人名）」や、†巻の「サルチェドス（人名）、サンヂョルヂョ（人名）、

トルメンヅ1ムは大砲なり、ジュデヨラ（地名）、トゥヅパルカイン（地名）、スコルペイ

トゥム（銃名）、ノゥルビイナ（地名）」等がそれである。これは明らかに二つの仮名を

組合せて一っの音を表そうとした結果にほかならないと考えられる。このような表記法の

根底に反切法の原理がかかわっていたことは、大いに注目されるところである。

　仮名による反切法についての論考としては、高山（1993）が新しい。そこでも言及があ

るように、目本語において反切法は様々な間題を抱えながらも、かなり広い範囲にわたっ

てその影響を及ぼしていたようである。ここまで取り上げてきた外国語の仮名表記におけ

る仮名組合せの方法もその一つであると考えられる。

　以上、仮名組合せによる外国語の仮名表記例をいくつか見てきたが、iコーマ字を使用す

る言語との接触によって成された資料にそれが多く見られるという結果となった。このよ

うな結果を、ローマ字のもつ特徴の一つである子音と母音とが分離されていることと、日

本語内部に慣用として根強く反切法が影響カを保っていたこととに関連づけて考えると、’

ローマ字の綴りの原理を目本語に内在する反切法といった素質によって再解釈した結果が

仮名組合せによる外国語の仮名表記であると解釈されなくもないと考えられる。ローマ字

の体系と仮名反切とはかかわりをもっていると想定されるが、まだ十分述べるほどの準備

がないので、別稿にゆだねたい。

　一方、ここまでは符号の使用が認められる資料に見られる仮名組合せによる表記例は掲

げていないが、符号が用いられている文献にも仮名組合せの方法が併用されていることを

ここで言及しておきたい。
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4．符号を加える方法

　ここでは、外国語を仮名で表記するにおいて、符号を加える方法が採用された資料をい

くつか取り上げてみることにする。その前に、まず、符号を加えることによって通常の仮

名とは違った機能を付与する素質が目本語に内在していると考えられることを述べておき

たい。

　仏家を中心として旺盛に行われた訓点資料における声点の表記が、濁点字の成立ド深く

関わっていることはほぼ定説とされている＊’’’。さらに、濁点をあらわす符号が「不濁点」

の形でも文献上に現れてくる。これは、こまつ（1970）の言う遠り、特殊な目的で、ある

音を積極的に表現しようとした限られた人々による工夫の結果にほかならないであろう。

　つまり、特殊な音にたいしては、あるいは注意してほしいと考えたに違いない音にたい

しては、符号を加えるといった方法が、・このような間題に携わっている人たちにとって、

常識に等しいものであった可能性が考えられる。

　以下、符号が施されている資料をいくつか取り上げるが、ド」の加えられている場合

が多い。

　『御製水働』（寛文十1670刊）．の巻末にある「国字努音例」，には次のような記述がある。

凡寿音有用小圏於上者央　如ペギ字須撮唇舌居中而呼之　如ザ字音又自歯頭而

出猶合ヅアニ字而呼之也　如ソ。宇音又自嵐頭而出猶合ツヲニ字而呼之也　如ゼ字

音又自歯頭而出猶合チエニ字而呼之也　如デ　ト。字須合上下歯而呼之猶不正呼其体

而唯呼某用也　如パピ等宇先閉唇激而発晋余傲此

　これは、中国音を仮名で表記・した上で、その表記が何を表すのかを説明しているもので

ある。本書には現在も同じ形で残されている「ハ」行の「。」一現在の半濁点とはその動

機を異にしているものの一以外に、「サ、ソ、セ、テ、ト」などにも「。」が用いられて

おり、その「。」が特別な機能を担っていることは自明である。つまり、．通常の「ヘサ、

テ」などでは目標とする中国音を正確に表せないために採られた方法が「。」を加える方

法であったと考えられる。

　次に掲げる資料に、このような説明もなされないまま符号が加えられていることに比べ

ると、見方によっては、まだそのような表記法が一般的＊’2ではなかったから、わざわざ
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説明を書き加えたものであるとも解釈しうる。

　唐音資料には、たとえば次に掲げる当時最も流行した唐話の教科書である『唐話纂要』

の例のように、『御製水俄』の記述に相通じる表記例が多く見られる。

把パア柄ピン不プ等　　→p一音＊’3

再ザイ讃ヅン早ゲOウ等　→tS一音

没ギ　根グン客ゲ　等　→一g音

　『唐話纂要』のほかには、『寿野開山心越和尚清規』（享保十二1727刊）、『東皐琴譜』（文

政十年1827賊写）、『琴譜』（明治新写）二『唐話類纂』（享保十1725刊）、『唐訳便覧』（五

巻　享保十一1726刊）等を挙げることができる＊H。

　さて、唐音資料と仏家との深い関わりについてはここで改めて述べるまでもないであろ

う＊’E。唐音資料は黄粟宗をはじめとする僧侶との接触に支えられたものである。唐音資

料に符号が多用されている事実と仏家を中心として濁点字が成立していったという事実と

’には何らかの関わりが想定される。つまり、そのグル』プ内では、符号添加の方法が常識

として受け継がれた可能性があると考えられるのである。

　一方、韓語の学習書として著された『全一道人』の著者雨森芳洲が心越と深い関わりを

もっていることはすでに明’らかにされたことである。『全一道人』や、芳洲の影響が大い

に認やられる『物名』（十八世紀末）には、形こそ「。」、と違って「三濁点」であるもの

の、韓語の転写に唐音資料における「。」とほぼ同様の機能をする「三濁点」が用いられ

ている＊16。

　さらに、行智の著と考えられる東急文庫蔵『諺文考』（文政二1820）には、韓語の「ts一」

の仮名表記として「ヅ」を充てた例が一ヶ所ある。行智の他の書にこのような表記例が

見られないこと＊17や、「ヅ」のすぐ下に「ツア」をもうけていることから、この表記

法はかなり異質的なものと考えられる。

　以上、唐音・韓語資料を取り上げてきたが、以下、酉洋語、主にオランダ語や英語の仮

名表記に見られる符号の使用例を取り上げる。

　まず、蘭学資料としては、『和蘭文字早読伝授』（閏宮仲宣著　r冊　慶応二1866、初

版は文化十一1814）に符号の使用例がある。本書の中心は、いろは歌のオランダ語式ロ

ーマ字表記の表であるが、そこに「ざ、し。、ヅ、せ。、ぞ」にたいする「tSらtSi，tSu，tSe，tSo」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　、
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といったローマ字表記がある。

　次に、英学資料としては、英単語成句会話集の『講厄利亜興学小笙』と英和辞書である

『諦厄利亜語林大成』（全15巻、文化十一1814成　本木正栄ら（長崎オランダ通詞）編

集）とに見られる「ド」を掲げることができる。

『講厄利亜興学小窒』の「ト。」

touch　　stone

oonduit

the　twilight

tWe1Ve

tWenty　tWO

tooth

tOe

tOO1

ト。ウツ　ストーネ

コント。ウイト

デドウェイレイト

ドウェルフ

ティウィンティ　ト。ウ

ドース

ト。ウ

ドール

試金石

水樋

黄昏

十二

二十二

歯

趾

鶴器

（巻一

（巻一

（巻一

（巻一

（巻一

（巻二

（巻二

（巻三

乾坤部）

乾坤部）

時侯部）

数量部）

数量部）

支体部）

支体部）

器財部）

『講厄利亜語林大成』の「ト。」

thousandth　ドウセンツ　千番

took　ト。一ク　取

tooth　ド」ス　歯

tough　ドース　擁　タワム

tru㏄　ト。リュ』ス　治平

榊e1趾　ドウェルフス　十二番

tWigト。ウィキ枝エグ

tWoドウニフタツ　　tWo

（巻十三　　丁之部）

　tOe　ドウ　足指　アシノユビ

　toO1　ドーノレ　雑器　グウグ

　touch　st㎝e　ドウツ　ストーネ　試金石

　touth　wood　ド』ス　ウート　朽薪

　twelf又　twe1ve　ドウェルフ　十二

　M㏄　ト。ウィス　ニ度、フタタビ

　twi1ight　ドウェイレイト　黄昏

days　hence　ド』　デイス　ヘンス　前二目

　この両書には、符号が用いられる’方で、たとえば「ティ、ウェ」のように、仮名組合

せの方法も多く用いられている。さらに、唐音資料では「サ、ソ」などにも「。」が加え

られているのに比千て、この両書には「ト」にのみ「。」の使用が認められる。この事実

は、「。」の使用が制限されたことをしめしていると考えられる。

　一方、全文仮名書で、序文も全く漢字を交えない『ゑんぎりしことば』（しみずなほま
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ろ著一冊万延一1860序）には、注目すべき表記例がある。その一つは、次のような

唐音資料によく見る割り音注が用いられていることである。この割り音注に関しては、そ

れが何を目的とした表記かは明らかにされているものの、そのような表記法が成り立っま

での経緯をはじめとする様々な問題についての十分な議論がなされておらず、今後の課題

としたい。

むすめ

つゆ

ドOウトル

・デOウ

（7オ）　　みかづき　　二〇ウムーン　　（1オ）

（1ウ）　　ねづみ　　　マOウス　　　　（19オ）

さらに、本書には次のようにF」が用いられている。

3

13

33

ヅリイ　　　　　　　　三　　　（23オ）

ヅノレテン　　　　　　十三　　（23ウ）

ヅルテイ、ヅ　リイ　　三十三　　（23ウ）

　序文の次にある、本書の片仮名写音と原音との関係を説明する凡例の性格をもつ「こゑ

のつかひかた」には、次のような記述がある。

ヅはヅとトのあいこゑなり、ツといふごとく、はをむすびトといふときは、その

こゑとなる、またヴはただそのこゑをにごるのみなり

ヅはシとチのあいこゑなり、これははのあいだにしたをすこしいだして、うち

にひきいれてシといふこゑなり

ヅはヅとチのあいこゑなり　サ。はツァ　またゼはヅェ　またジはヅォの

ごとく

　この記述は、先に掲げた『御製水働』の記述とほぼ同様のものであると見られる。っま

り、符号を加えることは、通常の仮名とは違った音を表すことを意味するという旨の記述

である。

　唐通事と英学通詞との間には直接的ないし間接的に、何らかの影響関係があったものと

考えられる＊’8。っまり、唐音資料で頻繁に用いられた符号使用の規準が、他の外国語を
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仮名で表記する必要のあった一部の人々の間に受け継がれていたと考えられないであろう

か。ただし、『講厄利亜興学小塞』及び『諾厄利亜語林大成』には符号の使用が制限され

る。そこから推論すると、符号の使用はすたれる方向にあったものと考えられる。

　以上、符号を加える方法が採用された資料をいくつか取り上げてみた。その結果、仏家

との関わりが考えられる資料にその表記例が多いこと、そしてひたすら何もかも符号を加

えるのではなく、一方では仮名組合せの方法も併用されていることが明らかになった。　、

　さらに、『御製水働』をはじめとする『酉音発微』『諺文考』等では二「ヅ」をもうけ

ながら、それを説明するのに「ヅア」を掲げている。この事実は符号の使用が仮名組合せ．

の方法を背景にしていることを物語っていると考えられる。つまり、仮名組合せによる表

記は少なくとも二文字以上が必婁であるために煩雑になる。一方、符号を加えれば、約束

ごとを別にもうける必要が生じるものの、’字で表記できる。このことと時代が下がるに

したがって符号を使う方法が多く見られることから、いわば表記の単純化が目指されたの

ではないであろうか。

　しかし、さらに時代が下るにつれこの符号を加える方法もすたれていく。この事実は、

単純化の方法も、機能負担量の低い仮名に関してはそれ専用の字を作らないという目本語

の基本原理に違反するため、結局はすたれていったことをしめしていると考えられる。

5．おわりに

　以上、外国語を仮名で表記する場合、目本語には、反切法と何らかの点でかかわってい

る仮名組合せの素質と、訓点資料から始まる符号を加える素質とがあって、選択的に一つ

の方法が採用されたであろうという観点から、江戸期外国語の仮名表記資料に見られる表

記上の特徴について考えたみた。

　結果、「符号を加える表記」が採用された場合でも、「仮名組合せによる表記」がその

説明法として用いられていることから、後者が下地としてあって、前者を選択するかどう

かはその著者の表記規準によると考えられることを述べた。つまり、それは択一的な問題

ではないと考えられる。

　符号を加える方法によって、ある面では文字体系の単純化をはかることができたものの、

その一方で、たとえば「ヅ」のもつ機能負担量の低さ及び非経済性のため、杜会の慣用
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としての地位を獲得するまでは至らなかったと考えられる。これには「仮名組合せ」とい

いた、ほかの強力な選択肢があったことも影響したであろう。

　現在、たとえば漫画などで見られる「プ、ゴ」のような表記法カミそれなりの表現力

を保ちうるのは、符号の使用がすたれたとはいうものの、その素質の一端がここに発揮さ

れているためではないかと考えられる。

　本稿で述べてきた考えを図にすると次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　（単純化）

二文字以上の組合せ　一………一一一一一一・符号の使用

（反切法に基づく素質）　　　　　（濁音符の成立にみられる素質）

↓ ↓（機能負担量の低さによる合流）

仮名組合せによる表記

注

辛1本稿でいう表記の規準とは、遠藤（1971）等でいう表記にゆれがなく統一的であるという意味でも、

　教科書等におけるこれは正しいか正しくないかを判断するという意味でもない。それは、一定のオー

　ソグラフィーのもうけられていない状況下においての、外国語の仮名表記をどうするかといった、方

　針または表記の方向性に近いものである。

＊2以下（この方法で作成された仮名を「新文宇」という。

｝3既存の仮名をいくつかかさねあわせて外国の音を表す場合がある。その新しくかさねあわされて作ら

　れた一群の文字を以下「仮名組合せ」という。

＊4通常の仮名の形は残されたまま、そこに「0」をはじめとする何らかの形の記号が加えられ、通常の

　仮名とはその表すものが異なると判断される場合、その郡号を総じて以下「符号」という。
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巾5ただし、①に関しては、そこから表記上の特徴を明らかにすることが難しいと判断されるため、検討

　の対象外としたい。

ホ6一　本編ヲ述スノレ職トシテ之由ル所ハ、和蘭言詞ヲ訳スルニ臨テ、直訳ト義訳ヲ作ス可カラザノレ者ハ、

　　　唐山晋ヲ以テ対訳スルニ、従来其訳字二窮スノレ者多シ。而今此対註二因テ、訳者ノ労ヲ省クノミ。

＊7『大阪女子大学蔵蘭学英学資料選』所収「解題編」各説　p12～14

＊8筑波大学図書館蔵本による。

＊9たとえば、「ハ行」の場合、喉音として「ハム」をもうけている。これは「ハアハ」で始まる、符号が加

　えられていない「ハ行」を、少なくとも喉音としては認識していないということをしめしている。そ

　こでまず考えられるのは、「ハ行」の唇音性であるが、時期的にみて議論の余地がある。

＊10その例は、目本思想大系64『洋学上』による。

＊11たとえば、築島（1977）など。

＊12ここで言う一般的とは、民衆全体を視野に入れたものではなく、特定階層における一般化、もしくは

　常識化の意味である。

＊13例で、「p一音、ts・晋、一a音」としたのは、沼本（1990）による。

＊14沼本（1990）や『唐話辞書類集』（1972）による。

＊15たとえば、石崎（1940）に詳しい。

＊16これについては、拙著1996a，bで論じたことがある。

＊17『梵漢対訳字類編』（天保六1835）には、仮名の右上に『一点」が施されたものと「三点」が施され

　たものとが見られる。これは梵宇における「五句」のうち、「次清」と「重濁」とを表すための表記で

　ある。

巾18『訳司統譜』（明治二十九1897成立刊）の「唐通事始之由緒」には次のような甲述がある。

　　一　寛永十七辰年馬閏三郎左衛門様棚萱平右衛門右衛門様御在勤之節、右四人ヲ以大通事ト役名被仰付、

　　　　此節林仁兵衛、頴川藤左衛門此二人二、始テ小通事被仰付候、其後大通事四人之内、馬田目入

　　　　儀ハ八方口遣ヒ申侯二付、阿蘭陀通詞被仰付候

　つまり、もともとは唐通事だった人間が蘭語通詞に転職させられたことが述べられている。さらに、『請

厄利亜興学小窒』の凡例には、

　　文化己巳春請厄利亜文宇言語修学の命令を下され同年秋渡来の和蘭人等偉の国語二委きものを擢揮セ

　　られ（中略）蘭人をして在留セしめ彼の国語を教授し吾党の訳家新に其業を顎らき習学すべきの旨

　　厳命あり（後略）　　　　　　　　　長崎和蘭家訳　　本木正栄謹述

とあって、英学のはじまりは蘭学が基礎となっていることが明らかにされている。
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